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（変更理由） 

 島根県立大学短期大学部看護学科（出雲キャンパス）では、平成２４年４月の看護学部開設（四年制化）をめざし認可申請や施設整備を行っており、看

護学部開設に係る中期計画の変更を行うものである。 

 

公立大学法人島根県立大学中期計画 新旧対照表 

変 更 後 変 更 前 
中期計画の基本的な方向性 

 〔略〕 
〈法人として取り組む事業〉 
１．県立大学、短期大学部の多様な学部、研究科、学科の特徴を生かす教育

の実施 
・県立大学学士課程（総合政策学部）においては、総合的な教養教育及び

体系的な専門教育を行うとともに、学生の入学から卒業さらに卒業後ま

で配慮したキャリア教育や個々のニーズに即した進路指導を実施し、幅

広い職業人を養成する。 
・県立大学学士課程（看護学部）においては、市民的な教養を教授すると

ともに、看護学における高度な知識と技術を教授・研究し、深い人間愛

と倫理観を基盤としたヒューマンケアの基本と実践能力を身につけた専

門職を養成する。また、国家試験合格や資格取得を支援する体系的な専

門教育を行う。 
 〔略〕 
・短期大学部総合文化学科においては、「文化資源学系」「英語文化系」「日

本語文化系」          の３つの系を設け、学生の専門性、

実践力を養うとともに、体系的なキャリア教育を実施し、幅広く活躍で

きる人材を養成する。 
 〔略〕 
Ⅱ．大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき

措置 

中期計画の基本的な方向性 

 〔略〕 
〈法人として取り組む事業〉 
１．県立大学、短期大学部の多様な学部、研究科、学科の特徴を生かす教育

の実施 
・県立大学学士課程        においては、総合的な教養教育及び

体系的な専門教育を行うとともに、学生の入学から卒業さらに卒業後ま

で配慮したキャリア教育や個々のニーズに即した進路指導を実施し、幅

広い職業人を養成する。 
                                  

                                 

                                 

                                 

        
 〔略〕 
・短期大学部総合文化学科においては、「文化資源学系」「英語文化系」「日

本語文化系」「生活文化デザイン系」の４つの系を設け、学生の専門性、

実践力を養うとともに、体系的なキャリア教育を実施し、幅広く活躍で

きる人材を養成する。 
 〔略〕 
Ⅱ．大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき

措置 
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変 更 後 変 更 前 
 〔略〕 
２ 教育 

（１）人材育成の方向性 
 〔略〕 
【県立大学学士課程】 
［総合政策学部］ 

主体性、多角性、課題の分析と解決策の提示能力、国際化と情報化に対

応したコミュニケーション能力を備えた人材を養成する。 
［看護学部］ 

次のように「自ら考え行動できる、視野の広い専門職業人」を養成する。

・看護専門職として看護実践に必要な基本的な技術と知識を身につけ、

深い人間理解と高い倫理観をもって判断し、行動できる人材 

・市民的な教養と豊かな人間性をもち、保健・医療・福祉等に携わる人々

と協働、連携できる人材 

・地域の人々との関わりを通じて地域の特性と健康課題を明らかにし、

課題解決に向けて創造的に行動できる人材 

 〔略〕 
（２）教育内容の充実 
 〔略〕 
②教育課程の充実 

 〔略〕 
【県立大学学士課程】 
［総合政策学部］ 
ア 外国語教育（語学系グローバルコミュニケーション科目）の充実 

 〔略〕 
［看護学部］ 

カ 基礎教育の充実 
・大学で学ぶ上で必要な基礎的能力を修得する教育を実施する。(No.184)

 〔略〕 
２ 教育 

（１）人材育成の方向性 
 〔略〕 
【県立大学学士課程】 
         

主体性、多角性、課題の分析と解決策の提示能力、国際化と情報化に対

応したコミュニケーション能力を備えた人材を養成する。 
       

                                 

                                 

                            

                                 

            

                                 

                    

 〔略〕 
（２）教育内容の充実 
 〔略〕 
②教育課程の充実 

 〔略〕 
【県立大学学士課程】 
         
ア 外国語教育（語学系グローバルコミュニケーション科目）の充実 

 〔略〕 
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変 更 後 変 更 前 
・市民的教養を高め、豊かな人間性を養う教養教育を実施する。(No.185)
キ 専門教育の充実 
・看護学の基盤となる基礎的な専門知識を身につける教育を実施する。

(No.186) 
・看護に共通する専門知識や基本技術を修得する教育を実施する。(No.187)

 〔略〕 
（４）学生支援の充実 

①学生生活への支援 
 〔略〕 
ア 学生生活に対するきめ細かな支援 

 〔略〕 
・障がいを持つ学生が支障なく学生生活を送れるよう支援を図る。(No.79)
②キャリア（就職、進学等）支援 

 〔略〕 
ア 就職の支援 

 〔略〕 
【県立大学】 
［総合政策学部］ 
・都市部での就職活動支援体制を整備する。(No.85) 

 
 
 
 
 
 〔略〕 
４ 地域貢献、国際化 

（１）地域貢献の推進 
 〔略〕 

                                  
          
                                  
     

                                  
 〔略〕 
（４）学生支援の充実 
①学生生活への支援 

 〔略〕 
ア 学生生活に対するきめ細かな支援 

 〔略〕 
・障害 を持つ学生が支障なく学生生活を送れるよう支援を図る。(No.79) 
②キャリア（就職、進学等）支援 

 〔略〕 
ア 就職の支援 

 〔略〕 
【県立大学】 
         
・都市部での就職活動支援体制を整備する。(No.85) 

 
 
 
 
 
 〔略〕 
４ 地域貢献、国際化 

（１）地域貢献の推進 
 〔略〕 

［数値目標］ 
【県立大学】［総合政策学部］ 
・公立大学（文系学部）の就職率で上位１０位以内の維持を目指す。

 〔略〕 

［数値目標］ 
【県立大学】         

・公立大学（文系学部）の就職率で上位１０位以内の維持を目指す。 
 〔略〕 
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変 更 後 変 更 前 
③県内教育研究関係機関等との連携 

 〔略〕 
ウ 高等教育機関等との連携 

【県立大学】 
［総合政策学部］ 

・島根大学や「教育ネットワーク中国」会員校との単位互換制度を継続し

て実施する。(No.118) 
［看護学部］ 
・島根県病院局との看護連携型ユニフィケーション事業を継続して実施す

る。(No.188) 
・実習を行う際、地域のさまざまな施設、機関との連携を強化する。(No.189)

 〔略〕 
（２）国際化・国際貢献の推進 
 〔略〕 
②留学生の派遣と受入れ 

 〔略〕 
イ 留学生の受入れに対する支援 

【県立大学】 
［総合政策学部］ 
（ア）積極的な受入れの推進 
 〔略〕 
Ⅲ．自主的、自律的な組織・運営体制の確立に関する目標を達成するため

にとるべき措置 

１ 業務運営の改善及び効率化 

（１）運営、組織体制の改善による効率的、合理的な経営 
ア 機動的な体制の確立 

 〔略〕 
・県立大学（浜田キャンパス、出雲キャンパス）と短期大学部（松江キャ

③県内教育研究関係機関等との連携 
 〔略〕 
ウ 高等教育機関等との連携 

【県立大学】 
         
・島根大学や「教育ネットワーク中国」会員校との単位互換制度を継続し

て実施する。(No.118) 
       
                                  
       

                                  
 〔略〕 
（２）国際化・国際貢献の推進 
 〔略〕 
②留学生の派遣と受入れ 

 〔略〕 
イ 留学生の受入れに対する支援 

【県立大学】 
         
（ア）積極的な受入れの推進 
 〔略〕 
Ⅲ．自主的、自律的な組織・運営体制の確立に関する目標を達成するため

にとるべき措置 

１ 業務運営の改善及び効率化 

（１）運営、組織体制の改善による効率的、合理的な経営 
ア 機動的な体制の確立 

 〔略〕 
・県立大学（浜田キャンパス        ）と短期大学部（松江キャ
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変 更 後 変 更 前 
ンパス、出雲キャンパス）の３キャンパス間で教育研究活動を一体的に

推進するため、目的ごとに業務を実施する全学運営組織を設置し、運営

する。(No.130) 
 〔略〕 
Ⅵ．予算、収支計画及び資金計画 

１．予算（平成１９年度～平成２４年度）       （単位：百万円）

区  分 金 額 
収入 
 運営費交付金 
 特殊要因経費補助金 
 自己収入 
  授業料及び入学金検定料 
  その他収入 
 外部補助金収入 
 寄附金収入等 
     計 

 
１０，５７４ 

１，６５６ 
６，１４１ 
５，６９７ 

 〔略〕 
 〔略〕 
 〔略〕 
１８，７４５ 

支出 
 業務費 
  教育研究経費 
  人件費 
  一般管理費 
 施設整備費 
     計 

 
１７，１７５ 

３，７３７ 
１０，５５６ 

２，８８２ 
１，５７０ 

１８，７４５ 
 〔略〕 
２．収支計画（平成１９年度～平成２４年度）     （単位：百万円）

区  分 金 額 

ンパス、出雲キャンパス）の３キャンパス間で教育研究活動を一体的に

推進するため、目的ごとに業務を実施する全学運営組織を設置し、運営

する。(No.130) 
 〔略〕 
Ⅵ．予算、収支計画及び資金計画 

１．予算（平成１９年度～平成２４年度）       （単位：百万円） 

区  分 金 額 
収入 
 運営費交付金 
 特殊要因経費補助金 
 自己収入 
  授業料及び入学金検定料 
  その他収入 
 外部補助金収入 
 寄附金収入等 
     計 

 
１０，４１３ 

  ３３５ 
６，１２２ 
５，６７８ 

 〔略〕 
 〔略〕 
 〔略〕 
１７，２４４ 

支出 
 業務費 
  教育研究経費 
  人件費 
  一般管理費 
 施設整備費 
     計 

 
１６，９５４ 

３，６９８ 
１０，４１０ 

２，８４６ 
  ２９０ 

１７，２４４ 
 〔略〕 
２．収支計画（平成１９年度～平成２４年度）     （単位：百万円） 

区  分 金 額 
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変 更 後 変 更 前 
費用の部 
 経常費用 
   業務費 
     教育研究経費 
     人件費 
   一般管理費 
   減価償却費 
 臨時損失 

１７，４１７ 
１７，２３７ 
１３，８０９ 
３，２５３ 

１０，５５６ 
２，９３６ 

 〔略〕 
 〔略〕 

収入の部 
  経常収益 
    運営費交付金収益 
    授業料収益 
    入学金検定料収益 
    寄附金収益 
    補助金等収益 
    その他収益 
    固定資産見返運営費交付金等戻入 
    固定資産見返物品受贈額戻入 
  臨時利益 

１７，４１７ 
１７，２３７ 
１０，２１６ 
４，８６８ 

８２９ 
 〔略〕 
 〔略〕 

４８５ 
 〔略〕 
 〔略〕 
 〔略〕 

純利益 
総利益 

 〔略〕 
 〔略〕 

３．資金計画                    （単位：百万円）

区  分 金 額 
資金支出 

業務活動による支出 
  投資活動による支出 
  次期中期目標期間への繰越金 

１８，７４５ 
１７，２３７ 
１，５０８ 

 〔略〕 

費用の部 
 経常費用 
   業務費 
     教育研究経費 
     人件費 
   一般管理費 
   減価償却費 
 臨時損失 

１７，１９６ 
１７，０１６ 
１３，６２４ 
３，２１４ 

１０，４１０ 
２，９００ 

 〔略〕 
 〔略〕 

収入の部 
  経常収益 
    運営費交付金収益 
    授業料収益 
    入学金検定料収益 
    寄附金収益 
    補助金等収益 
    その他収益 
    固定資産見返運営費交付金等戻入 
    固定資産見返物品受贈額戻入 
  臨時利益 

１７，１９６ 
１７，０１６ 
１０，０５５ 
４，８５６ 

８２２ 
 〔略〕 
 〔略〕 

４４４ 
 〔略〕 
 〔略〕 
 〔略〕 

純利益 
総利益 

 〔略〕 
 〔略〕 

３．資金計画                    （単位：百万円） 

区  分 金 額 
資金支出 

業務活動による支出 
  投資活動による支出 
  次期中期目標期間への繰越金 

１７，２４４ 
１７，０１６ 
  ２２８ 

 〔略〕 
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変 更 後 変 更 前 
資金収入 
  業務活動による収入 
    運営費交付金による収入 
    特殊要因経費補助金による収入 
    授業料及び入学金検定料による収入 
    寄附金収入 
    その他の収入 

投資活動による収入 
施設費補助金による収入 

１８，７４５ 
１７，４４２ 
１０，５７４ 

３５３ 
５，６９７ 

 〔略〕 
 〔略〕 

１，３０３ 
１，３０３ 

 〔略〕 
Ⅹ．その他設立団体の規則で定める業務運営に関する事項 

１．施設及び設備に関する計画 
施設・設備に関する計画 予定額（百万円） 

３キャンパスの施設及び設備の改修経費等 １，７０３ 
 〔略〕 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資金収入 
  業務活動による収入 
    運営費交付金による収入 
    特殊要因経費補助金による収入 
    授業料及び入学金検定料による収入 
    寄附金収入 
    その他の収入 

投資活動による収入 
施設費補助金による収入 

１７，２４４ 
１７，２２１ 
１０，４１３ 

３１２ 
５，６７８ 

 〔略〕 
 〔略〕 

   ２３ 
   ２３ 

 〔略〕 
Ⅹ．その他設立団体の規則で定める業務運営に関する事項 

１．施設及び設備に関する計画 
施設・設備に関する計画 予定額（百万円） 

３キャンパスの施設及び設備の改修経費等   ４２３ 
 〔略〕 
 

 


